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巻頭言
　巨大津波や原発事故による広域複合災害としての東日本大震災が発生して約 11 ヶ月が

過ぎようとしている。その死者・行方不明者は約 19,100 人、被害額は約 17 兆円、津波被

害によって発生したがれきは約 2,300 万トンという戦後最悪の被害が生まれた。東北 3 県

の自治体だけではがれき処理は到底できず、全国の自治体の支援が必要となっている。

しかし、福島第一原発事故による放射性物質の拡散によって、がれき処理の問題は極め

て複雑な様相を呈している。

　政府や被災3県の要請を受けて、東京都はがれき受け入れを開始した。神奈川県、埼玉県、

静岡県などもがれき受け入れ処理の意向を表明したが、地域の住民団体などには不安に

基づく根強い反発がある。民主党政権の不適切な対応などによって、それは単なる風評

被害とは言えない側面もある。がれきの受け入れにあたっては、放射性物質が基準値以

下であることは言うまでもないが、焼却した灰の安全性も証明される必要がある。そして、

もっとも大事なことは住民に対する情報開示が徹底されなければならないということで

ある。

　東日本大震災で被災した地域に連帯の意思を表明し、具体的な支援や協力を行うこと

は東日本復興の重要な前提である。そして、首都圏に居住する私たちにとっては、予想

される首都直下地震や東海・東南海・南海地震などの巨大災害の発生による被害とそれ

らへの対応を想定しなければならない。特に、東大の研究グループが首都直下地震の発

生確率が高まったと発表したことは深刻な意味を持っている。

　政府の中央防災会議が数年前に発表した首都直下地震の被害想定として、死者約 11,000

人、負傷者約 20 万人、がれきの量約 8,300 万トンから 9,600 万トンという数字が示されて

いる。おそらく神奈川県だけでも東日本大震災に匹敵する約 2,000 万トン程度のがれきが

発生する可能性が大きいが、これは神奈川県内の自治体で処理できる能力をはるかに超

えている。近隣の東京、千葉、埼玉などの自治体も同じような被害を受け、大量のがれ

きが発生するだろうから、がれき処理には全国の自治体の協力なしには対応できないこ

とは自明である。

　放射性物質への不安を除去し、住民への情報開示を確実なものにしながら、東日本大

震災の被災地のがれき処理に協力していくことは道理にも適っている。首都直下地震に

よって発生する大量のがれきによって、神奈川県だけでも東京湾にどれだけ多くの新た

な「山下公園」をつくらなければいけないのかに思いを馳せる必要がある。そのような

ことは実現不可能である。私たち首都圏に住む人間には、東日本大震災を超える巨大災

害への想像力が求められるし、「困ったときはお互い様」という人として当たり前の助け

合い精神も問われるのである。（2012 年 2 月 6 日記）　　　　　　　 （資料写真 27 頁参照）
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はじめに 

2011 年 12 月 24 日に 2012 年度の国の予算が閣議決定されたのを受けて、「地方財政への対応の

概要－平成 24 年度地方財政対策－」が総務省から発表された。 

2012 年１月 25 日、総務省主催の都道府県・指定都市財政担当部長会議が開かれ、「平成 24 年

度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」の事務連絡が出された。これは、政権

交代前は総務省財政課長の「課長内翰」と呼ばれていたが、2010 年から「事務連絡」に変更され

たものである。各自治体の予算編成にあたっての国としての地方財政の見通し、予算編成上の留意

事項について詳細に示してある。 

その後、１月 31 日に 2012 年度の地方財政計画（正式には「平成 24 年度地方団体の歳入歳出総

額の見込額」）が閣議決定された。この今年度の地方財政計画のポイントを要約すると次の通りと

なる。

 

2012 年度地方財政計画のポイント 

今年の特徴は、通常の地方財政計画の部分

「通常収支分」と、昨年の 3.11 東日本大震災

に対する復旧･復興事業と、緊急防災･減債事業

について、通常収支分と別枠で「東日本大震災

分」として整理されていることである。 

通常収支分については、地方財政計画の規模

が 81 兆 8,647 億円で、前年より 6,407 億円

0.8％の減少であるが、一般財源総額は 59 兆

6,241 億円で昨年とほぼ同額に近い 1,251 億円

の増加となった。これは、政府が 2010 年 6 月

に閣議決定した財政運営戦略に基づき毎年半ば

に中期財政フレームの改訂を行うとされてお

り、2011 年 8 月に中期財政フレーム（平成 24

～26 年度）が改訂され、「地方の一般財源の

総額については」「平成 23 年度の地方財政計

画と同水準を確保する」とされていたことが実

行されたのである。

 東日本大震災分は、地方の復旧・復興事業費

とその財源について、通常収支とは別枠で整理

した上で事業規模で１兆 7,788 億円、そのうち

震災復興特別交付税を 6,855 億円確保してい

る。これは、災害復興事業に関わる国直轄･補

助事業の地方負担分（3,384 億円）と、災害に

よる地方税の減収分（1,271 億円）、さらに地

方単独事業分（2,200 億円）を全額補填するた

めに充当される。さらに国庫支出金が１兆 772

億円と地方債 127 億円が計上された。また、全

国的に緊急に実施する防災･減債事業として
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6,329 億円が計上され、全国防災対策費にかか

る直轄･補助事業の地方負担分と地方単独事業

費に充てることを予定している。 

通常収支分と東日本大震災分を合わせると､

84 兆 2,764 億円となり、前年より１兆 7,710 億

円程度増加することになる。

 

Ⅰ 地方財政計画・通常収支分の特徴 

 

2012 年度の通常収支分地方財政計画の歳入・歳出総額は、81 兆 8,647 億円となった。地方財政

計画の総額は 2001 年度の 89.2 兆円をピークに毎年減少を続け 2007 年に 83.1 兆円まで下がり、

2008 年にわずか 2,753 億円が増加したものの 2009～10 年にかけて引き続き減少し、昨年３年ぶり

に増加に転じたものの、また今年微減したのである（図１）。 

 地方財政計画は、正式には「地方団体の歳入歳出総額の見込額」と呼ばれ、全国の自治体におけ

る当該年度当初の歳出入見込額である。多種多様な地方自治体の財政をひとつにまとめ、地方財政

の規模や収支見通しを全体として捉えたものである。その役割は、その年度の国の地方財政運営の

指針を示すとともに、地方交付税や地方債などにより地方財源の保障を行うなど財源措置をする機

能を持っているのである。以下、この計画に盛り込まれた地方財源の確保の状況を見ることにす

る。

2　2012年度地方財政計画の特徴を読む

一般財源

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.00.0

単位：兆円
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１．地方財源の確保の状況（歳入） 

 

（1） 地方交付税の増額確保 

 地方交付税については、17 兆 4,545 億円で

前年度より 811 億円 0.5％の微増となった。 

 国の一般会計からの繰入をみると、まず企

業業績の若干の向上が見られることから国税

の増収が見込まれ、国税５税（所得税･法人

税・消費税･酒税･たばこ税）の法定率分が前

年度より 4,415 兆円増加し 11 兆 517 円にな

る。これに一般会計が負担するものと法定化

されている加算分 9,752 億円と、後述の「別

枠による加算」が 1 兆 500 億円加算される。

これらの措置を行ったあと、「中期財政フ

レーム」の対象期間である 2011 年から 2013

年度までは地方財源の不足額を国と地方が折

半で負担するという「折半ルール」を引き続

き適用することとなって 3 兆 8,361 億円が加

算される。これにより国の一般会計からの繰

り入れる交付税額（交付税特別会計の「入口

ベース」）は合わせて 16 兆円 4,665 億円と

なり、昨年度より 697 億円の微増となった。 

 交付税特別会計では、一般会計からの繰り

入れ 16 兆 4,665 億円に、交付税特別会計の

剰余金 5,200 億円が加わる。さらに財源不足

を補うため地方公共団体金融機構（後述）の

公庫債権金利変動準備金から 3,500 億円を繰

り入れることとした。この金額から、特別会

計借入金（残高 33.6 兆円）の利子支払い

2,428 億円と、2011 年度から開始した交付税

特別会計借入金の償還金 1,000 億円などを差

し引いたものが、交付税特別会計から地方へ

交付される額（出口ベース）となり、17 兆

4,545 億円となった（図２）。 

 「別枠による加算」とは、2011 年度に特

別枠として加算された「地方再生対策費」

国の予算と地方財政計画との関係（２０１２／平成２４年度）

一般会計（歳出） 地方財政計画（歳入）

（譲与税） 81.9兆円 
地方譲与税

交付税対象 地方交付税等 地　方　税

税目 16.6兆円 （交付税） （交付税） 33.7兆円

35.0兆円 18.4％ （出口ベース） （0.3兆円　0.8%増）

地方交付税

所得税 17.5兆円 道府県税

法人税 地方団体への 13.8兆円
 酒　 税  （0.4兆円 2.6%増）

42.3 補助金

兆円 11.8兆円 市町村税
たばこ税 13.1％ 19.8兆円

46.9% （0.1兆円 0.5%増）

42.3兆円その他の税収 地方譲与税2.3兆円

5.5兆円 一般歳出等 地方特例交付金0.1

その他の歳出 54.１兆円   補助 15.9兆円

40.0兆円 58.5% 地方交付税 　単独 13.8兆円

44.3%   国保等 　1.4兆円

建設公債 17.5兆円 地方経済基盤強化等1.5兆

5.9兆円 （0.8兆円0.5%増） 投資的 補助事業

経費 5.7兆円

10.9兆円 地方単独

地方交付税の法定割合 国庫支出金 事業

特例公債 所得税・酒税の32％　  4 .7兆円 11.8兆円 0.4兆減 5.2兆円

38.4兆円 法人税の       34％ 　3.0兆円

国債費 消費税の 　　29.5％ 　3.1兆円 地方債

21.9兆円 たばこ税の　　 25％ 　0.2兆円 11.2兆円　

％ 24.3％ 合計 11.0兆円 （0.2兆円2.7%減）

その他

5.4兆円 その他　1.6兆円

44.2

兆円 公債費

49.0 13.1兆円

公営企業繰出金2.7兆円

3.7兆円 4.1％

公
債
金

46.9%

その他

収
 消費税  

入 (0.1兆円1.0 %増）

一般行政経費
31.1兆円

税 一般会計より (0.3兆円　1.4%減）

基
礎
的
財
政
収
支
対
象
経
費

地方道路税など

16 .6兆円

21.0兆円

国

（譲与税） 81.9兆円 

給与関係経費

地方財政計画（歳出）

（入口ベース）

国税収納整理資金 交付税及び譲与税配布金特別会計

一般会計（歳入） 歳入 　　　　 歳出

90.3兆円 90.3兆円

68.4
兆

円

図２ 
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「地域活性化・雇用等対策費」を一定の縮小

を行った上で、地方の財源不足の状況を踏ま

えて加算されたものである。これまでの「地

方再生対策費」「地域活性化・雇用等対策

費」については「地域経済基盤強化・雇用等

対策費」として整理統合され、地域経済を取

り巻く環境が激変する事態に対応して地域が

緊急に実施する事業に対応する緊急枠

（1,750 億円）を含めて歳出に１兆 4,950 億

円が計上されることになったものである。

「中期財政フレーム」と今回の措置により、

地方交付税はとりあえず安定した方向が見え

たものといえる。 

 また、地方公共団体金融機構とは、2008

年６月に地方公営企業金融公庫が地方債資金

の共同調達機関として全国の自治体の出資に

より改組されたもので、これまでの金融公庫

の資産・債務を引き継いで、自治体の一般会

計も貸出対象となったものである。この公庫

から引き継いだ公庫債権金利変動準備金（金

利変動リスクに備えるための準備金）につい

ては、機構の経営に影響がないと見込まれる

場合に国に帰属させることができると定めら

れていることから、準備金の一部を国に帰属

させ交付税特別会計に繰り入れることになっ

たものである。前年度決算で約３兆円程あっ

たことから、中期財政フレームの３年間

（2012～14 年）、総額１兆円を目途に活用

を図ることとなった。2012 年度は 3,500 億円

であり、このことにより次に見る国と地方の

折半対象財源不足が 3,500 億円減ることにな

り、折半ルールにより、交付税が 1750 億円

の増、臨時財源対策債が 1750 億円減少する

ことになった。

 

(2)地方財源不足への対応－地方財源対策  

こうした措置は地方財源の不足に応じた対

応策であり、これらが通常「地方財政対策」

と呼ばれるものである。今年の地方の歳出見

込額に対して歳入見込額が不足する額＝財源

不足額は、昨年度の 14 兆 2,452 億円から

5,606 億円減少し 13 兆 6,846 億円になった。

この財源不足額を埋めるために、①財源対策

債（建設地方債）8,200 億円の発行、②一般

図３ ２０１２年度　地方財政計画（地方財政対策）のイメージ図

歳　　出　８１．９兆円(82.5)

一般行政経費 投資的経費 　その他
給与関係経費 ３１．１兆円(30.8) 　１０．９兆円(11.3) 公債費  ４．３兆円

２１．０兆円 補助事業 単独事業  補助事業    単独事業 １３．１兆円 維持補修

(21.3) 　　１５．９兆円 １３．８兆円 ５．７兆円 　  ５．２兆円 (13.2) 公企繰出

(15.7) (13.9) 　 (5.9) (5.4) 水準超団体

1.5兆
(地域再生対策費0.3)
(地域活性化・雇用等対策費1.2）

歳入の試算額

地　　方　　税 法定５税の 　財源不足額 地方債 　国庫支出金 　その他
　　　地方交付税分 １３．７兆円(14.2) ５．０兆円 １１．８兆円(12.2) 使用料

　　１１．１兆円(10.6) (5.3) 手数料他

２．４兆円(2.5)

確定した　歳　　入　８１．９兆円(82.5) 別枠加算 財源対策債０．８兆円(0.9)

1

地　　方　　税 法定５税の 兆 地方債 その他
３３．７兆円（33.4） 地方交付税分 円 　国庫支出金 使用料

2兆 　　１１．８兆円 手数料他

道府県税 市町村税 地方交付税 地方債 (12.2)  ５．４兆円
　　１３．８兆円(13.5) 　  １９．８兆円(19.9) １７．５兆円(17.4) 　１１．２兆円（11.5） 　(5.5)

　　実質的な地方交付税
２３．６兆円（23.5）

（　）内は2011年度の計画の数値である
一　　般　　財　　源 ５９．６兆円(59.5)

臨財
債

2.3

地域:
経済

基盤
強化・

雇用
等対

国保・高

齢者医

療　１．

４兆円

地方

譲与

税・特

例交

付金

折半対象財源不足

地方
譲与

税・
特例

交付
金

交付税

増加補

てん

臨時加算分
3.8兆円(3.8)

臨時財政対
策債　３．８兆

円(3.8)
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会計による既往法定分の加算 9,752 億円と別

枠加算（前述）１兆 500 億円、③交付税特別

会計剰余金の活用 5,200 億円、④地方公共団

体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用

（前述）3,500 億円、⑤既に発行済み臨時財

政対策債の元利償還分２兆 2,972 億円につい

て新たに臨時財政対策債を発行して対応す

る。以上で６兆 124 億円となる。残り７兆

6,722 億円を国と地方で３兆 8,361 億円ずつ

折半して負担する。国は一般会計で臨時財政

対策特例加算として負担し、地方は各自治体

が臨時財政対策債を発行して埋めることにな

る（図３）。 

 複雑なやりくりの中で主要な地方財源であ

る地方交付税がとりあえず確保されたわけで

ある。また、交付税特別会計が 2000 年度ま

でに地方財源不足を埋めるために借り入れて

いた借入金残高が 2010 年度末で 33 兆 6,173

億円にのぼり、本来は毎年償還することにな

っていたのであるが財源不足のため償還を延

期していた。それを昨年度から毎年 1,000 億

円を償還し始めることとし、毎年償還額を増

加させながら、「財政運営戦略」の「2021

年以降において、国・地方の公債等残高の対

GDP 比を安定的に低下させる」方針に沿っ

た償還を進めることにした。 

 なお、地方交付税は、普通交付税が 94％

（今年度 16 兆 4073 億円）、特別交付税が

６％（１兆 0473 億円）となっているが、こ

の配分が変更される。算定基準の簡素化・透

明化の取り組みの一貫として、特別交付税の

割合を 2014 年度に５％、2015 年度以降は

４％に段階的に引き下げ、その部分を普通交

付税に移行させることになった。これは、当

初 2011 年から始めることとされていたのだ

が、東日本大震災により特別交付税の需要が

高まったため３年間延期されたものである。 

(3)一般財源など地方財源の確保 

 2012 年度の国税収入について財務省の見

込みでは、所得税は 13 兆 4,910 億円でほぼ

変わらず、法人税が 2011 年度より 13.0％増

の８兆 8,080 億円、消費税が 2.2％増の 10 兆

4,230 億円、租税全体では 3.5％の増加で 42

兆 3,450 億円となっている。 

 地方税も同様の傾向とみられ、前年度より

2,532 億円 0.8％増の 33 兆 6,569 億円となっ

ている。内訳は、都道府県税が 13 兆 8,479

億円で 3,527 億円 2.6％の増加となり、法人

２税（法人県民税と法人事業税）が 7.2％増

加するものと見込んでいる。市町村税は 19

兆 8,090 億円で 995 億円 0.5％の減だが前年

とほぼ変わらず、固定資産税に 4.7％減少が

見られるものの、住民税の伸びはほぼ前年並

みの 3.6％の増となっており、税収は横ばい

となっている。しかし、住民税の増加には、

2010 年の税制改正による扶養控除（年少・

特定）の廃止・縮小に伴う増収（後述する）

が今年度から 5,050 億円と見込まれているこ

とからすると、実質的な増加は見込まれてい

ないことになる。 

 地方譲与税は２兆 2,615 億円で、前年度よ

り 866 億円 4.0％の増加であり、これは東京

都などの地方法人特別税が伸びることに伴い

地方法人特別譲与税が増加するためである。

地方特例交付金は、個人住民税における住宅

借入金等特別控除による減収分を補てんする

のが主なものである。子ども手当特例交付金

（児童手当の制度拡充に伴う地方負担増分と

地方公務員の子ども手当分 1,353 億円）が子

どものための手当に制度改正されたことによ

り一部整理されて 412 億円に減額され、自動

車取得税のエコカー減税による減収を補う分

として 500 億円が措置されるものの、昨年度

より半減し 1,275 億円となる。 

 これに地方交付税 17 兆 4,545 億円、臨時

財政対策債 6 兆 1,333 億円を加えた一般財源

は 59 兆 6,241 億円となり、前年度より 1,251

2012年度地方財政計画の特徴を読む　5
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億円 0.2％の微増となった。これにより、昨

年度以来の財政フレームに基づき今後３年間

は安定した地方の一般財源の確保が図られる

見通しとなった。 

 地方財政にとって使途が特定されない一般

財源は特に重要なものである。2004 年から

始まった三位一体改革により、2006 年度ま

でに補助金が 4.7 兆円削減されたのに対して

所得税から個人住民税へ税源が３兆円移譲さ

れたものの、実質的な交付税が４年間で 5.1

兆円(交付税 2.2 兆円、臨時財源対策債 2.9 兆

円)減額され、2004 年には一般財源が 55.6 兆

円にまで下がってしまっていた。2007 年に

59.2 兆円に回復し、政権交代後の 2010 年度

予算からは中期財政フレームにより一般財源

が前年度並みに確保されるようになったもの

である（文末表１）。 

(4)地方債総額の減少 

 地方債総額は、11 兆 1,654 億円で前年度よ

り 3,118 億円 2.7％の減少となった。これは

公共事業の建設地方債が５兆 0,321 億円（財

源不足に当てる財源対策債 8,200 億円を含

む）と 2,858 億円減少したこととによるもの

で、交付税の不足分を補うために発行する臨

時財政対策債は 6 兆 1,333 億円とほぼ昨年並

みとなっている。昨年度に臨時財政対策債は

縮減されたものの 2010 年度に 7.7 兆円を発

行して以来、建設地方債よりも上回る状態が

続いている。なお、一般市町村の臨時財政対

策債は、全額公的資金が配分されることにな

っている。 

 またこれまで、交付税の不交付団体にも臨

時財政対策債の発行が認められてきていた

が、13 年度に増発分の発行可能額について

不交付団体には認めないこととした。2011

年度からは、財政力の弱い自治体に配慮し、

財政調整機能を強化するため、今後３年間で

不交付団体には配分しない方式（各自治体の

財源不足額を基礎として算出する）に改める

こととなった。 

 この結果、2012 年度末には地方債残高は

144 兆 2,075 億円(うち臨時財政対策債の残高

40 兆 7,844 億円)を超えることが見込まれて

いる。これに合わせて、交付税特別会計の借

入金残高が 33 兆 4,173 億円、地方公営企業

の企業債残高 53.2 兆円のうち普通会計負担

分 22 兆 8,677 億円であり、普通会計の負担

すべき地方の借入金残高は 200 兆 4,926 億円

となる模様である。 

 国の長期債務残高は 2011 年度末より 34 兆

円増え 725 兆円となり、これを加えると国と

地方で 925 兆円、GDP 比 193％にのぼる見込

みである。この残高は、国民１人当たり約

724 万円の借金となる。 

 

２．歳出経費の特徴 

 

地方財政計画の歳出の特徴は、国の社会保

障関係の自然増を受けて、地方の生活保護、

医療、介護などの経費の増加が見込まれるこ

とから、一般行政経費の大幅な増加が予想さ

れる。その反面で、給与関係経費については

20 兆 9,760 億円で前年度より約 2,934 億円

1.4％の減少し、公債費が 13 兆 790 億円で約

1,633 億円 1.2％減少する。投資的経費は 10

兆 8,984 億円で前年度より 4,048 億円 3.6％の

減少で、うち補助事業（国直轄事業負担金を

含む）は 5 兆 7,354 億円で 2,120 億円の減少

で、単独事業は 5 兆 1,630 億円で 1,929 億円

3.6％の減少となっている。一般行政費を除

く主要経費の減少が見込まれている（図

４）。 

 

(1)給与関係経費 

 給与関係経費は、人事院勧告による給与引

き下げ勧告はあったものの国は公務員改革の

関連で勧告を実施していないため、各県の人
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事委員会勧告による給与の引き下げを見込

み、20 兆 9,760 億円、前年より 2,934 億円

（1.4％）の減少となった。 

 職員数については、一般職員の 9,511 人削

減をはじめとする定員純減の実績を見込み、

小学校児童数の減少などに伴う義務教育教職

員の減少 2,036 人を見込むことにより、警察

官の 626 人の増加などを加え 10,908 人の純

減としている。 

 国家公務員制度改革により公務員給与を

7.8％削減する法案が国会で宙に浮いている

状況にあるが、この法案の内容は、今年度の

計画には見込まれていない。仮に法案が成立

した場合でも具体的な対応は自治体の自主的

判断に委ねるものとしている（１月 13 日総

務省自治財政局のヒアリング）。 

(2)一般行政経費 

 一般行政経費の総額は、31 兆 1,406 億円

で、前年度より 3,180 億円（1.0％）増加して

いる。国庫補助事業では、生活保護費をはじ

めとする社会保障関係費が 7,700 億円ほど増

えているが、他の経費の削減があり 1,339 億

円（0.9％）の増加となった。 

 地方単独事業では、13 兆 8,095 億円で 506

億円（0.4％）減少している。これは、震災

復興特別交付税により別枠で措置することと

されている地方税等の減収分（震災関連）

1,271 億円を減額計上しており、これを除い

た場合は、13 兆 9,366 億円であり、前年度に

比し、765 億円（0.6％）増加していることに

なる。 

(3)地域経済基盤強化・雇用等対策費 

既に見たとおり、「地方再生対策費」及び

「地域活性化・雇用等対策費」については、

一定の縮減を図った上で、「地域経済基盤強

化・雇用等対策費」として整理・統合される

こととなった。歴史的円高等の地域経済を取

り巻く環境が激変する中にあって、海外競争

2012年度地方財政計画の特徴を読む　7
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力強化等のため、地域が実施する緊急事業に

対応するための緊急枠（1,750 億円）を含め

て１兆 4,950 億円が計上されている。 

(4)公債費 

公債費＝地方債の元利償還金は、13 兆 790

億円（元金償還金 10 兆 8,297 億円、利払費

２ 兆 2,493 億 円 ）で あ り 、 1,633 億 円

（1.2％）減少している。 

 なお、既に見たように年度末の地方債現在

高は 144 兆 2,075 億円と見込まれ、7,657 億

円(0.5％)増加する見込みである。 

 また地方債の発行が 11 兆 1,654 億円で、

地方債の元利償還金である公債費が 13 兆

790 億円と地方債発行額を上回ったことか

ら、地方の基礎的財政収支（プライマリーバ

ランス）は引き続き黒字となることが見込ま

れている。地方のプライマリーバランスは、

2004 年度に地方債の発行額を公債費が上回

って以降、決算ベースでは黒字で推移してい

る。 

 

(5)投資的経費 

 投資的経費は、10 兆 8,984 億円であり、

4,048 億円（3.6％）減少している。 

 国の補助事業である公共事業費は、５兆

1,478 億円で 1,581 億円（3.0％）減少してい

る。このうち、普通建設事業費は５兆 901 億

円で 1,505 億円（2.9％）減少しており、災害

復旧事業費は 577 億円で 76 億円（11.6％）

減少している。 

 国庫補助負担金を伴わない地方単独事業費

は５兆 1,630 億円を計上しており、1,928 億

円 (3.6％)減少している。 

 

Ⅱ 2012 年度の特徴的な施策 

 

１．税と社会保障の一体改革への対応 

 

社会保障費が毎年増加の一途を辿る中で、

社会保障制度のあり方とその負担のあり方を

抜本的に見直す必要があることは、つとに多

くの識者から指摘されてきたことである。民

主党政権になっての最大の課題である社会保

障と税の一体改革について、昨年 12 月 27 日

に政府と民主党内のとりあえずの意見一致を

みた。そのうえで 2012 年１月６日に、政

府・与党社会保障改革本部において「社会保

障・税一体改革素案」が決定された。現在、

法案化の作業を行い、３月までには国会提出

するものとされている。 

 この社会保障と税の一体改革については、

2011 年６月に基本的な考えが政府内部でま

とめられていた。その中で、「税制抜本改革

については、政府は日本銀行と一体となって

デフレ脱却と経済活性化に向けた取組みを行

い、これを通じて経済状況を好転させること

を条件として遅滞なく消費税を含む税制抜本

改革を実施するため、平成 21 年度税制改正

法附則 104 条に示された道筋に従って平成

23 年度中に必要な法制上の措置を講じる」

とされていた。 

 これを受けて、昨年９月に発足した野田政

権の「基本方針」（平成 23 年９月２日閣議

決定）では、「社会保障・税一体改革成案を

早急に具体化する」こととされ、12 月５日

の政府・与党社会保障改革本部で野田総理か

ら「年内目途に、６月の『成案』を具体化し

た『素案』とりまとめ」との指示がなされ、

この総理指示を受け、議論が進められてきた

ものであった。 

 「社会保障・税一体改革素案」によれば、

「国民の自立を支え安心して生活ができる社
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会基盤を整備する、という社会保障の原点に

立ち返り、社会保障の機能強化を確実に実施

するとともに社会保障全体の持続可能性の確

保を図ることにより、全世代を通じた国民生

活の安心を確保する「全世代対応型」社会保

障制度の構築を目指すものである。 

 また、社会保障は、子育て、医療、介護な

どの多くが地方自治体を通じて国民に提供さ

れており、地方自治体の役割も極めて大きい

ことから、国と地方が一体となって、安定的

に実施していくことが重要であり、今回の改

革は、国・地方双方が協力しながら推進して

いく必要がある。」とされている。 

 そのうえで、消費税の社会保障財源化、税

制全体を通じた改革を行いながら、消費税の

税率を次のとおり引き上げることとしてい

る。引き上げる税率は、①2014（平成 26）

年４月１日  6.3％（地方消費税と合せて

８％）、②2015（平成 27） 年 10 月１日

7.8％（地方消費税と合せて 10％）と、２段

階での引き上げをめざしている。 

 また、「消費税に係る地方交付税率（現行

29.5％（消費税率換算 1.18％））について

は、平成 26 年度から 22.3％（消費税率換算

1.40％）、平成 27 年度から 20.8％（消費税

率換算 1.47％）、平成 28 年度から 19.5％

（消費税率換算 1.52％）とする」とされた。

具体的には図５の通りの引き上げが行わ

れ、引き上げ分の消費税収５％について国と

地方の配分が「国 3.46％、地方 1.54％（地方

図５　　消費税を引き上げた後の消費税収の国・地方の配分

約２７兆円

消 消費税

約２１兆円 費 （国分３．４６％）

税

　消 消費税 3.8％

　費 （国分２．０８％）

　税 地方交付税分

　2.3％ 地方交付税分 　　地 0.34% 地

0.22% 　　方 地方消費税 方

地方消費税 　　分 １.2％ 分

約１３兆円 0.7％ 0.92％ 1.54％

消 消費税 消費税 消費税

費 （国分2.82％） （国分2.82％） （国分2.82％）

税

４％

地方交付税分 　　地 地方交付税分 地方交付税分

1.18% 　　方 1.18% 1.18%

地方消費税 　　分 地方消費税 地方消費税

１％ 　2.28％ １％ １％

現行消費税 消費税（国･地方）８％ 消費税（国･地方）１０％

国･地方５％ (2004年４月～） (2005年10月～）

消費税　　　 ４％ 　消費税　　　 ６．３％ 　消費税　　　 ７．８％

　　国分　　　２．82％ 　　　国分　　　４．９％ 　　地方 　　　国分　　　６．28％ 　　地方

　　交付税分１．18％ 　　　交付税分１．４％ 　　　分 　　　交付税分１．52％ 　　　分

　　（交付税率29.5%） 　　　（交付税率22.3%） （15年・交付税率20.8%）

地方消費税 １％ 　地方消費税 １．７％ 3.1％ （16年・交付税率19.5%） ３．72％

　地方消費税 ２．２％

現行

国･地方の

配分と地方

分の基本的

枠組みを変

更しない

引き上げ分

社会保障給

付における

国と地方の

役割分担に

応じた配分

2012年度地方財政計画の特徴を読む　9
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消費税 1.2％、交付税 0.3％）とする」と明示

された。 

 2012 年１月 20 日にまとめられた関係５大

臣会合で合意された「社会保障改革のポイン

ト」では、消費税引き上げによる増収の使途

について上記の内容が示されている。それに

よれば、①「社会保障の充実」に７兆円程度

（消費税収の１％程度）、具体的には、子ど

も･子育て対策に 0.7 兆円程度、医療･介護の

充実に 1.6 兆円程度、年金の改善に 0.6 兆円

程度、貧困･格差対策の強化（低所得者対策

等）1.4 兆円程度（再掲）、②「社会保障の

安定化－今の社会保障制度を守る」に 10 兆

円程度（消費税収４％程度）、具体的には、

年金国庫負担２分の１（年金交付国債の償還

費用含む）2.9 兆円程度、後代への負担のつ

け回しの軽減 7.0 兆円程度、消費税率の引き

上げに伴う社会保障支出の増 0.8 兆円程度、

となっている。 

 法案提出を前にして、既に社会保障の将来

像をめぐってすでに与野党での駆け引きが始

まっており、消費税増税をめぐる世論の賛否

の動向も拮抗しており、国民の中での本格的

な議論がなされようとしている。消費税を提

案する内閣は、歴代倒閣の憂き目にあう状況

ではあったが、1,000 兆円にもなろうとする

国・地方の長期債務残高を考え、ヨーロッパ

の金融危機も考慮したときに、将来を見据え

た広範な論議を積み重ね、成案を見ることを

期待したい。 

 

２．子ども手当から子どものための手

当へ 

 

(1)子ども手当の法制化ならず 

 2010 年度、中学生までの子ども１人当た

り１万 3,000 円でスタートした子ども手当

は、2011 年度に３歳未満の子ども１人に月

額 20,000 円を、３歳以上中学校修了までの

子ども１人 13,000 円を支給すべく制度改正

を国会に提出したが、法案の成立が難航し

た。2011 年３月に、2010 年と同額を６ヶ月

社会保障改革のポイント ２０１２年１月20日関係５大臣会合

◎　社会保障の充実と安定化

　（１） 社会保障の充実　　＋２．７兆円程度（消費税収の１％程度）

　　　　　（充実：～３．８兆円程度－重点化･効率化～１．２兆円程度）

　　○　子ども･子育て対策 ０．７兆円程度

　　○　医療･介護の充実 ～１．６兆円程度

　　○　年金制度の改善 ～０．６兆円程度

　　○　貧困･格差対策の強化（低所得者対策等） 再掲～１．４兆円程度

　（２）　社会保障の安定化　：　今の社会保障制度を守る

１０．８兆円程度（消費税収４％程度）＊財政健全化にも一定の寄与

　　○　年金国庫負担２分の１（年金交付国債の償還費用含む）　　 ２．９兆円程度

　　○　後代への負担のつけ回しの軽減 ７．０兆円程度

　　○　消費税率の引き上げに伴う社会保障支出の増 ０．８兆円程度

◎　国･地方を通じた社会保障財源の確保

　　国の制度と地方が自主的に実施する事業の２つのセーフティネットが組み合わさることに

　よって社会保障制度全体が持続可能となっている。

　　これを踏まえ、引き上げ分の消費税収５％の配分については、社会保障４経費に則った

　範囲の社会保障給付における国と地方の役割分担に応じ

　国３．４６％、地方１．５４％（地方消費税１．２％、交付税０．３４％）とする。

◎　消費税の使途の明確化

　増税分は、全額社会保障財源化し、国民に還元。官の肥大化には使わない。

10　2012年度地方財政計画の特徴を読む
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だけ延長する「つなぎ法案」が成立した。こ

の後、与野党協議が続けられたが、その結果

「平成 23 年度における子ども手当の支給等

に関する特別措置法」が成立した。これによ

り、2011 年度 10 月から支給額を減らした暫

定措置をとり、2012 年度以降は新しい法律

で対応することになった。 

 特別措置法による支給額は、①３歳未満の

子ども一人につき月額 15,000 円、②３歳以

上小学校修了までの子ども（第１子・第２

子）一人につき月額 10,000 円、③３歳以上

小学校修了までの子ども（第３子以降）一人

につき月額 15,000 円、④小学校修了後中学

校修了までの子ども一人につき月額 10,000

円を支給する、というものであった。そして

2012 年度以降には、恒久的な子どものため

の金銭給付のための制度について、この手当

額を基にして、所得制限を行うなど児童手当

法に所用の改正を行うこととされた。 

 新年度予算編成に合わせて、2011 年 12 月

20 日には「平成 24 年度以降の子どものため

の手当等に関する４大臣及び民主党政策調査

会長会合」において合意が取り付けられた。

４大臣とは総務・財務・厚生労働大臣と官房

長官である。 

 その内容は、①支給額は、特別措置法（上

記の通り）と同額とする。②所得制限は 960

万円（夫婦、子ども２人）とし、2012 年６

月分から適用する。所得制限以上のものにつ

いては、中学校修了まで子ども１人につき

5,000 円を支給する。③所得制限未満の被用

者に対する３歳未満の子どもに係る手当の費

用の 15 分の７を事業主が負担し、その他の

子どもに係る手当の費用を国と地方が２対１

の割合で負担する仕組みとする。なお、都道

府県と市町村の負担割合は、１対１とする。

④公務員については、所属庁から支給する。

⑤特別措置法で設けられた、保育料の手当か

らの直接徴収、学校給食費等の本人同意によ

る手当からの納付、子どもの国内居住要件、

施設入所子どもの施設の設置者への支給等に

ついては、同様の仕組みを設ける、となって

いた。これに基づく、国・地方・事業主の負

担は図６のとおり変更される。

子どものための手当について（イメージ図） 総務省資料より

【２０１１年度】 【２０１２年度】
３歳未満：月額１５.０００円

中学生以下子ども１人月額１３,０００円 ３歳以上小学校修了前まで（第１，２子）：月額１０.０００円
　同第３子以降）：月額１５.０００円

３歳未満：月額２０,０００円に 中学生：月額１０.０００円 所得制限の導入、制限以上に５０００円

子ども手当
《全額国費》

国　　費 　地方負担

児童手当 　　（２　：　１）

　国費 　地方負担

予算額 国費２兆２０７７億円
地方　 ５５４９億円 予算額 国費 １兆２８４２億円
事業主 １７３１億円 地方 　 ６１４５億円

総　　額 ２兆９３５６億円 事業主 １７４２億円
２０８５億円 総　　額 ２兆０７２９億円

事
業
主

事
業
主

図６
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 (2)年少･特定扶養控除の廃止･縮減による増

収の使途 

 2010 年度からスタートした子ども手当

は、参議院選挙の結果によるねじれ現象によ

り大きく後退を余儀なくされたことになる。

制度の開始にあたって、2010 年度税制改正

により所得税・住民税の年少扶養控除の廃止

及び特定扶養控除の縮減が行われたが（図

７）、この影響は 2012 年度から生じること

になっており、これによる地方財政の増収分

は、5,050 億円と見込まれている。 

この地方増収分について、上記の４大臣会

合の合意により次のような使途が決められ

た。 

 ①2012 年度の子どものための手当の地方

負担分（1,087 億円）については、地方負担

分 1,037 億円、地方公務員の子ども手当財源

に 50 億円。②子ども手当創設による地方の

負担軽減のための特例交付金（1,353 億円）

については、特例交付金 412 億円、地方公務

員の子ども手当財源に 941 億円。③2012 年

税制改正により自動車取得税のエコ減税が継

続されるが、この減収の一部を地方特例交付

金で補てんされる 500 億円について、国費か

ら地方財政の増収分に振り替える。④地方の

自由度の拡大に合わせ、次の国庫補助負担金

を一般財源化する。ア.子育て関係の国庫補

助負担金 315 億円、イ.国民健康保険都道府

県調整交付金 1,526 億円、ウ.特定疾患治療研

究事業に関する地方の超過負担の財源として

活用する 269 億円などである（図８）。 

なお、これらの措置は、児童手当法の一部

を改正する法律として国会審議にかけられ、 

題名を「子どものための手当の支給に関する

法律」と改めることになっている。 

 さらに、子どもの施策に関連して、「子ど

も・子育て新システム」が本格的実施に向け

て今年度中に成案を得ることとされた。「子

ども・子育て新システム」とは、2010 年 6

月 29 日に政府の少子化社会対策会議が決定

した内容を具体化することになる。「新シス

テム」とは、「子ども・子育てを社会全体で

支援する」方針の下に、子育て関連の国庫負

担金・補助金・事業主等からの拠出金を一本

化して、交付金として実施主体である市町村

に交付し、市町村で子ども・子育て支援の給

付・サービスを包括的・一元的に実施しよう

とするものである。「政府の推進体制・財源

を一元化し」「社会全体（国・地方・事業

主・個人）による費用負担」「基礎自治体

（市町村）の重視」「幼稚園・保育所の一体

化」「多様な保育サービスの提供」がその柱

とされる。税制抜本改革とともに、通常国会

に法案を提出し、2013 年度からの実施をめ

２０１０年度税制改正による扶養控除の見直し　　2012年度分から適用

子ども手当創出により年少扶養控除を廃止
　扶養控除（住民税） 高校実質無料化により16～18歳までの扶養控除の

　上乗せ分を廃止

４５万円 ４５万円 ４５万円

　同居老親等加算 ３８万円

１２万円
３３万円 ３３万円 　縮減 ３３万円

　扶養控除（年少） 特定扶養控除 扶養控除（成年） 老人扶養控除

　廃　　止

16 18 19 22 23 69 70
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
15

図７
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ざすこととなっている。 

 

３．一括交付金化＝「地域自主戦略交

付金」の拡充 

 

民主党のマニフェストにあった「ひも付き

補助金を廃止して一括交付金に」改めること

ができるかどうかが地方財源対策と合わせて

大きな課題であった。2010 年 10 月に「地方

の自主性を確立するための戦略的交付金（地

域自主戦略交付金）」の大枠についての案が

決定された。それには、第一段階として「投

資補助金を所管するすべての府省が平成 23

年度から、投資補助金の一括交付金化に取り

組む」とされ、その規模は投資関係の「１兆

円強（初年度はその半分程度）」とし、「都

道府県分は平成 23 年度から、市町村分（政

令市を含む）は」「平成 24 年度から導入」

するものとされた。「地域自主戦略交付金」

は、対象となる各補助金を内閣府に一括予算

計上したうえで、各自治体の事業選択に基づ

き事業の実施計画を内閣府に提出し、内閣府

は予算を各府省に移し替えたうえで一括交付

金として交付する仕組みとなった。 

 こうして、補助金の一括交付金化は、2011

年には都道府県の投資的事業の補助金からス

タートすることになった。「地域自主戦略交

付金」は 5,120 億円が予算化され、いち早く

補助金をメニュー化している国土交通省の

「社会資本整備総合交付金」が３分の２を占

めている。続いて農林水産省が昨年度メニュ

ー化した「農山漁村地域整備交付金」、文部

科学省の「学校施設環境改善交付金」などが

金額の大きい補助金であった。 

 2012 年には、予算額を 6,754 億円に拡大

し、都道府県分の対象事業を拡大するととも

に、政令指定都市分を創設した。 

都道府県分の新規対象分としては、農業･

食品産業強化対策整備交付金の一部、水産業

強化対策整備交付金の一部など、対象拡大分

としては交通安全施設整備補助金の一部、社

会資本整備総合交付金の一部などである。 

 創設された政令指定都市分には、学校施設

環境改善交付金の一部、水道施設整備補助の

一部、社会福祉施設等施設整備費補助金の一

部、工業用水道事業費補助、社会資本整備総

合交付金の一部、循環型社会形成推進交付金

の一部などとなっている（図９）。 

子どものための手当

費用負担　総額２．３兆円

　追加の地方負担　１０３７億円

　子どものための手当の地方負担 　子ども手当特例交付金　412億円

１０８７億円

年少扶養控除 　子ども手当特例交付金の整理 　2011年並みの地方負担

　　の廃止 １３５３億円 ４,６９６億円

特定扶養控除

　　の縮減

　国庫補助金の一般財源化 　国 １２,８４２億円

５,０５０億円 　　国保県調整交付金　１５２６億円

　　子育て関係国庫補助金３１５億円

　減収補てん特例交付金　５００億円 　事業主　　１,７４２億円
（自動車エコ減税による減収）

　超過負担暫定対応２６９億円 　追加の地方負担　50億  国家公務員

　子ども手当特例交付金　941億 442億円

　2011年並みの地方負担　695億

　地方公務員1,686億円

図８ 扶養控除の一部廃止に伴う地方税増収分の使途

2012年度地方財政計画の特徴を読む　13
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 また、2011 年度については、沖縄振興自

主戦略交付金が総枠の中に含まれていたが、

2012 年度には沖縄振興一括交付金制度が創

設され、経常的経費や市町村事業を含む沖縄

独自の新たな制度で、これまで地方単独で行

っていたソフト事業なども対象とされること

になった。沖縄振興予算 2,937 億円のうち一

括交付金は 1,575 億円で、沖縄振興特別推進

交付金 803 億円、沖縄振興公共投資交付金

771 億円が予算化された。沖縄に対するせめ

てもの政府の配慮か、自由度の高い交付金と

なっている。 

 

Ⅲ 東日本大震災関係予算の概要 

 

 東日本大震災の復旧・復興に向けて、政府

は 2011 年度予算について第１次から第４次

までの補正予算を組み、それぞれ原案通り成

立させてきた（文末表２）。

また、復興に要する財源を確保するための

法律（「東日本大震災からの復興のための施

策を実施するために必要な財源の確保に関す

る特別措置法」通称・復興財源確保法）も、

野党から多くの修正を求められたものの成立

を見ている。さらにこの法律に基づき、2012

　２００９年度まで ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度

【従来の補助金】 【社会資本整備総合交付金】

《　分　　野　》

　　2012年度予算額　6,754億円に拡大

　　都道府県分の対象事業を拡大

　　政令指定都市分を創設

　【都道府県分】

・年度間、地域間 　①新規対象分

の変動・偏在が小 　　農業･食品産業強化対策整備交付金の一部

さい事業について 　　水産業強化対策整備交付金の一部

一括交付金へ移行 　②対象拡大分

　　交通安全施設整備補助金の一部

　　社会資本整備総合交付金の一部

　【政令指定都市分】

　　学校施設環境改善交付金の一部

・ ・現行の４分野を 　　水道施設整備補助の一部

・ 　一つに統合 　　社会福祉施設等施設整備費補助金の一部

・ ・政策目的達成の 　　工業用水道事業費補助

ため計画的に実施 　　社会資本整備総合交付金の一部

すべき事業等に 　　循環型社会形成推進交付金の一部

原則廃止 重点化

図９　　一括交付金化への対応（社会資本整備統合交付金から地域自主戦略交付金へ）

2011年度予算額 ：全体で5,120億円

投資補助金を所管する全ての府省

が、2011年度から投資補助金を

一括交付金化

2011年度は都道府県分を対象

道 路

治 水

海 岸

まちづくり

下水道

住 宅

港 湾

活力創出基盤整備

道路・港湾

水の安全・安心

基盤整備

治水・下水道・海岸

市街地整備
都市公園・市街地

広域連携等

地域住宅支援

住宅・住環境整備

地域自主戦略交付金

2011年度予算額 ： 1兆7500億円

４分野を統合

より一層柔軟な使用が可能になる

など、地方の使い勝手を大幅に向上

社会資本整備総合交付金

・道路・港湾、 ・治水、下水道、海岸

・都市公園・市街地・広域連携等

・住宅、住環境整備

地域自主戦略交付金の拡充

○社会資本整備総合交付金（道路、河川、公園、住宅等＝国土交通省）の一部

○農山漁村地域整備交付金（農業農村、森林、水産等＝農林水産省）の一部

○水道施設整備補助（水道水源開発等＝厚生労働省）

○交通安全施設整備費補助金（信号機等＝警察庁）の一部

○学校施設環境改善交付金（産業教育施設等＝文部科学省）の一部

○工業用水道事業費補助（経済産業省）

○自然環境整備交付金（長距離自然歩道＝環境省）の一部

○環境保全施設整備費補助金（環境省）

２０１１年度対象事業（都道府県分）

14　2012年度地方財政計画の特徴を読む
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年度政府予算は、復興に関する予算について

「東日本大震災復興特別会計」を組むことに

なった。それに伴い、既に見たとおり、地方

財政計画においても通常収支とは区分して東

日本大震災分を計上している。 

 以下、４次にわたる 2011 年度補正予算

と、新年度予算の東日本大震災復興特別会

計、そして地方財政計画の東日本大震災分の

概要についてみることとする。 

１．2011 年度一般会計の補正予算 

 

(1)第１次、第２次補正予算 

 東日本大震災の復旧・復興にむけて、2011

年度当初予算が３月 29 日に成立したのを受

けて、まず補正予算での対応が始まった。現

地での仮設住宅の建設やがれきの撤去などを

行うための当面の措置をとるため、緊急に必

要な経費を第１次補正予算で組んだ。災害救

助関係 4,829 億円、いわゆるがれき処理費で

ある災害廃棄物処理事業費 3,519 億円、災害

復旧事業などの公共事業費１兆 2,019 億円、

施設災害復旧費 4,160 億円などを中心にし

て、復興関係経費４兆 152 億円が盛り込まれ

た。この財源は、基礎年金国庫負担金の特別

会計繰入を 2.5 兆円削減し、経済危機対応・

地域活性化予備費から 8,100 億円充当するな

ど、予算化されていた経費を削減することに

より捻出し、公債の発行は抑えられた。緊急

対応として野党からの賛成も得られ、５月２

日にこの補正予算は成立を見た。 

 震災復興計画の基本構想を定めるため、首

相の諮問機関として東日本大震災復興構想会

議がつくられ、５月 10 日には復興７原則が

打ち出されるとともに、６月 25 日に復興ビ

ジョン「復興への提言～悲惨のなかの希望

～」がまとめられた。一方、政府の震災復興

基本法は、５月 13 日に国会提出されたもの

の野党の合意を得られず、衆議院東日本大震

災復興特別委員会の委員長の発議による「東

日本大震災復興基本法案」がまとめられ、６

月 20 日に成立を見た。それらを受けて、政

府が「復興の基本方針」を決定したのが７月

29 日であった。 

 この間、内閣不信任案をめぐって「政争」

が続き、菅首相の退陣時期をめぐっての混乱

が続いた。本格的な復興対策経費を盛り込ん

だ大規模な補正予算を組むことが予定されて

いたが、これも政局がらみで先送りになっ

た。そのため、第１次補正の不足を補うため

に、第２次補正予算が組まれることになっ

た。第２次補正予算は、①原子力損害賠償の

ためにつくられる原子力損害賠償支援機構へ

の出資金や交付国債償還のための利子など

2,754 億円、②被災企業の二重ローン問題へ

の対応と被災者生活債権支援金の支払など

3,774 億円、③被災した自治体への特別交付

税を中心とした地方交付税 5,455 億円が中心

であった。総額１兆 9,988 億円の財源は、

2010 年度決算の剰余金を充てることとな

り、地方交付税財源 5,455 億円と一般会計の

剰余金１兆 4,533 億円が充てられ、公債は発

行しないこととした。７月 25 日に第２次補

正予算は成立した。 

 菅政権における最後の難関が、特例公債法

案の成立であった。一般会計における経常経

費の財源を税収でまかなえず、その経常経費

不足を埋めるために特例公債の発行が必要に

なるが、毎年の予算関連法案として特例公債

法改正が必要とされている。2011 年度予算

は前年度内に成立していたが、特例公債法案

が成立していなかった。特例法が成立しない

と９月以降の政府予算の執行ができなくなる

おそれも出てきた。それを打開するため、前

章で見たように、民主党のマニフェストの目

玉であった「子ども手当」を縮減し、所得制

限の導入などを盛り込んだ児童手当法の改正

によって与野党合意が成立し、これに伴い特

2012年度地方財政計画の特徴を読む　15
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例公債法の成立を見た。この法案成立をみて

菅総理の退陣となった。  

 

(2)第３・４次補正予算と復興財源確保法 

東日本大震災からの復興の基本方針が、７

月 29 日にまとめられた。基本方針は「復興

期間は 10 年間とし」「復興需要が高まる当

初の５年間を『集中復興期間』と位置づけ

る。また、一定期間経過後に事業の進捗等を

踏まえて復旧・復興事業の規模の見込みと財

源について見直しを行」う。「集中復興期間

（５年間）の復旧・復興対策規模（国・地方

の公費分）全体の推計は 19 兆円程度」とし

たうえで「①救助・復旧事業にかかる規模

10 兆円程度、②復興に向けた事業にかかる

規模、少なくとも９兆程度」と見込んでい

る。この復旧・復興対策の規模には、原子力

損害賠償法などに基づき事業者が負担すべき

経費は含まれていない、とされ原発補償関係

費用は除かれていた。 

 震災復興に向けた本格的予算を確保するた

めに第３次補正予算が組まれたのは、野田政

権になってからであった。また復旧・復興の

財源には復興債の発行が必要となり、その償

還期間や償還財源を暫定的に増税でまかなう

ことになるため、その財源確保の方法が焦点

となった。政府は「東日本大震災からの復興

のための施策を実施するために必要な財源の

確保に関する特別措置法（通称・復興財源確

保法）」を国会に提出したが、与野党協議の

結果、大幅な修正を経て次のような内容で成

立を見た。 

①税外収入に係る措置

ア.財政投融資特別会計財政融資資金勘定か

ら、国債整理基金特別会計に繰り入れること

ができる。

イ.日本たばこ産業株式会社の株式の所要数

を国債整理基金特別会計に所属替をする。

ウ.東京地下鉄株式会社の株式の所要数を国

債整理基金特別会計に所属替をする。

②復興特別所得税

所得税額に対して 2013（平成 25）年１月

から 2037（平成 49）年 12 月まで 25 年間、

2.1％の時限的な付加税を創設する（政府原

案は 10 年間、４％）。

③個人住民税均等割の増額

個人住民税の均等割を 2014（平成 26）年

度分から 2023（平成 35）年度分まで 10 年

間、都道府県民税の 1,000 円を 1,500 円に、

市町村民税の 3,000 円を 3,500 円に引き上げ

る（政府原案にはなかったが、衆院修正で５

年間、500 円とされていた）。

④復興特別法人税

2011 年度税制改正に盛り込んでいた法人

税減税（30％から 25.5％に）と課税対象の拡

大を行った上で、法人税額に対して 2012

（平成 24）年度から 2014（平成 26）年度ま

での３年間、10％の時限的な付加税を創設す

る。

⑤措置復興債の発行等

集中復興期間の５年間に復興に要する費用

の財源は、予算をもって国会の議決を経た金

額の範囲内で復興債を発行する。復興債は、

2037（平成 49）年度まで 25 年間に償還する

（原案は償還期間 10 年）。 

 なお、当初政府案にあったたばこ税の増税

は見送ることになった。この復興増税によ

り、所得税で 7.5 兆円、法人税で 2.4 兆円、

住民税で 0.6 兆円の合計 10.5 兆円程度が見込

まれており、復興経費（復興債の償還を含

む）に充てられることになった。 

 第３次補正予算は、復興財源確保法ととも

に国会に提出され、復興債 11 兆 5,500 億円

を主な財源として、総額 12 兆 1,025 億円の

規模となった。災害廃棄物処理事業費 3,860

億円、災害復旧事業費など公共事業の追加 1

兆 4,734 億円、災害関係融資関係経費 6,716

億円、地方交付税 1 兆 6,635 億円、東日本大

16　2012年度地方財政計画の特徴を読む
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震災復興交付金 1 兆 5,612 億円、原子力災害

復興関係経費 3,558 億円、全国防災対策費

5,752 億円、その他東日本大震災関係経費 2

兆 4,631 億円などを合わせた震災関係経費が

9 兆 2,438 億円となる。これに、第１次補正

で補正財源に充当した年金臨時財源削減を補

てんする費用 2 兆 4,897 億円などが加わり 11

兆 5,686 億円となっていた。さらに、台風 12

号関係災害対策費とＢ型肝炎関係経費を加え

たものが、第３次補正予算の主な経費であ

る。 

このうち、地方交付税(震災復興特別交付

税)１兆 6,635 億円は、通常の特別交付税と

は別枠で、個々の被災自治体における負担を

ゼロとするように、３月末までに、事業の実

施状況に合わせて決定･配分されることにな

った。この特別交付税は、第３次補正予算に

伴う地方負担分として 7,322 億円、第１次２

次補正予算に伴う地方負担分として 6,313 億

円、地方税法の改正等に伴う地方税等の減収

分として 3,000 億円などに充てられることと

なっている。 

また、大震災復興交付金 1 兆 5,612 億円に

ついては、復興事業に充てられるもので、復

興事業は国の負担割合を通常の補助事業より

大幅に増やし、国費 80％、地方負担が 20％

としており、その国負担分を復興交付金で充

てることになっている。また、地方負担分

は、前述のように災害復興特別交付税を充て

ることになっている（図 10）。 

 この第３次補正予算の成立によって、第１

次の 4 兆円、第２次の 2 兆円、第３次 9.2 兆

円(年金財源補てんを除く)を合わせると 15

兆 2 千億円になり、復旧・復興費用を 19 兆

円程度と見込んでいた額の約８割が確保され

たことになる。 

 なお、2011 年度の第４次補正予算が組ま

れたが、生活保護費など義務的経費と経常経

費の追加補正が中心であり、震災復興関係の

経費は含まれていない。 

図10 復旧･復興事業の財源措置

　＜東日本大震災＞ 　　現行（参考）

　　　震災復興特別交付税 　　地方債

○復旧事業 　　　　(地方負担分) ○復旧事業

国　　費 国　　費

９０％以上

（災害復旧費／標準税収入等でせり上がり方式＋特別措置） （災害復旧費／標準税収入等でせり上がり方式）

元利償還金の９５％を後年度普通交付税措置

　　　震災復興特別交付税 　地方債

○復興事業 　　　　(地方負担分) ○復興事業

　国　　費 　　　　　国　　費 　元利償還金の一定

８０％程度 　割合を後年度普通

（復興交付金） 　交付税措置

　2011年度地方交付税（震災復興特別交付税）の増額　第３次補正

　◎東日本大震災からの復旧･復興事業にかかる地方負担について

　　１兆6,635億円地方交付税を増額（第３次補正予算）

　　①第３次補正予算に伴う地方負担 7,322億円

　　②第１第２次補正予算に伴う地方負担 6,313億円

　　③地方税法の改正等に伴う地方税等の減収分 3,000億円

　◎この増額については、通常の特別交付税とは別枠で個々の被災団体における

　　負担をゼロにするように、事業実施状況に合わせて決定・配分予定
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２．2012 年度東日本大震災復興特別会

計 

2012 年度の政府一般会計予算は、前年度

当初予算より約２兆円少ない 90 兆 3,339 億

円となった。税収が 42 兆 3,460 億円で前年

より 1 兆 4,190 億円の増、公債金が 44 兆

2,440 億円でほぼ前年と変わらず、その他収

入が前年より半減し 3 兆 7,439 億円であっ

た。これは通常収支部分にあたり、国債の償

還金である国債費を除く基礎的財政収支対象

経費は、前年度より 2 兆 473 億円少ない 68

兆 3,897 億円となり、2009 年なみの水準と

なった。しかし、公債金収入を除く税収など

の収入はわずか 46 兆 899 億円であり、基礎

的財政収支（プライマリーバランス）は 22

兆 2,998 億円の大きな赤字となっている。 

 そして、復興財源確保法は、その付則の中

で「政府は、東日本大震災からの復興に係る

国の資金の流れの透明化を図るとともに復興

債の償還を適切に管理するため、復興事業に

係る歳入歳出を経理する特別会計を平成 24

年度において設置することと」とされていた

ことから、2012 年度予算において一般会計

とは別に、震災復興関係の経費については特

別会計が組まれた。 

 この特別会計は、総額 3 兆 7,754 億円で、

財源は復興債が 2 兆 6,823 億円に、復興特別

所得税･法人税の収入と一般会計からの繰入

となっている。一般会計からの繰入は、子ど

も手当の見直し、高速道路無料化の見直しな

どで経費が削減された分を復興財源に充てる

ものである。歳出は、災害廃棄物処理事業費

3,442 億円、復興関係の公共事業の追加 5,091

億円、地方交付税（復興特別交付税）5,490

億円、震災復興交付金 2,868 億円、原子力災

害関係経費 4,811 億円などが主な経費となっ

ている。 

３．地方財政計画・東日本大災害分 

 一方、地方財政計画において別枠とされた

東日本大災害分は、東日本大災害復旧･復興

事業が１兆 7,788 億円であり、全国で行われ

る緊急防災･減災事業分が 6,329 億円となっ

ている。 

 東日本大災害復旧･復興事業の歳入の内訳

を見ると、１兆 772 億円が国庫支出金、震災

復興特別交付税が 2011 年度に予算化した

1,365 億円を含めて 6,855 億円などである。

この国庫支出金は、災害等廃棄物処理事業補

助金 2,958 億円、東日本大災害復興交付金

2,842 億円、いわゆる除染費用として放射線

量低減対策特別緊急事業 1,043 億円が大きな

ものである。また、震災復興特別交付税は、

国直轄事業負担金と補助事業の地方負担分と

して 3,384 億円、地方単独事業分として

2,200 億円、地方税等の減収分の補てんに

1,271 億円が当てられることになる。 

億円

金額 構成比

税収 5,305 14.1%

   復興特別所得税 495 1.3%

　 復興特別法人税 4,810 12.7%

一般会計より受入 5,507 14.6%

復興公債金 26,823 71.0%

公共事業負担金等 118 0.3%

　　 合　　計 37,754 100.0%

災害救助等関係経費 762 2.0%

災害廃棄物処理事業費 3,442 9.1%

公共事業等の追加 5,091 13.5%

災害関連融資関係経費 1,210 3.2%

地方交付税交付金（復興特別交付税） 5,490 14.5%

東日本大震災復興交付金 2,868 7.6%

原子力災害復興関係経費 4,811 12.7%

全国防災対策費 4,827 12.8%

その他復興費 3,999 10.6%

国債整理基金特別会計へ繰入 1,253 3.3%

予備費 4,000 10.6%

　　 合　　計 37,754 100.0%

２０１２年度東日本大震災復興特別会計

歳
入

歳
出

2012(H24)年度
項　　目
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歳出では、一般行政経費が 9,496 億円で、

このうち国庫補助事業は 6,805 億円であり、

がれきの処理費（災害等廃棄物処理事業）

3,536 億円（地方負担 578 億円を含む）、国

が全額負担する除染費用（放射線量低減対策

特別緊急事業）1,043 億円が大きなものであ

る。投資的経費は 8,091 億円であり、補助事

業費(公共事業費)が 6,836 億円を占め、東日

本大災害復興交付金 3,553 億円（地方負担

711 億円を含む）、河川等災害復旧事業費補

助 1,070 億円などが大きな事業となってい

る。国直轄事業と国庫補助負担金などに基づ

く経費の内容と費用負担の割合を整理したの

が図 10 の通りとなっている。 

 緊急防災・減災事業については、東日本大

震災の教訓を踏まえて全国的に緊急に実施さ

る防災･減災事業について、地方債と国庫補

助金を中心的な財源として地方財政計画に組

み込まれたものである。総額 6,329 億円のう

ち地方債 4,173 億円、国庫支出金 2,059 億円

が主な財源である。歳出では、投資的経費

5,743 億円が主要な事業費で、河川･道路･港

湾などの国直轄事業に 1,098 億円、学校施設

環境改善交付金 1,184 億円、社会資本整備総

合交付金 2,132 億円などの補助事業費（公共

事業費）が 4,198 億円などとなっている。 

 こうした復旧復興予算ができあがっている

が、これを被災地の現地の実状に合わせた執

行がいかにできるかが問われることになる。

被災自治体における復旧復興計画の策定の遅

れも見られ、復興庁に予算が集約されるとは

いえ復興計画の実施にあたっては各省庁に関

係を持つことから、各省庁からさまざまな関

与があるといわれている。被災地の求める事

業執行にいかに適切に対応できるかが課題で

ある。

２　緊急防災・減債事業分

一般財源充当分 96 1.5%

国庫支出金 2,059 32.5%

地方債 4,173 65.9%

雑収入 1 0.0%

　　 合　　計 6,329 100.0%

一般行政経費 120 1.9%

　　補助事業 70 1.1%

　　単独事業 50 0.8%

公債費 30 0.5%

投資的経費 5,743 90.7%

　　直轄事業負担金 195 3.1%

　　補助事業費 4,198 66.3%

　　単独事業費 1,350 21.3%

公営企業繰出金 436 6.9%

　　 合　　計 6,329 100.0%

2012年度地方財政計画 単位：億円

通常収支分 818,647

東日本大災害分 24,117

   合　　計 842,764

   2011年度(前年比) 825,054

　増減額 17,710

歳
入

歳
出

１　東日本大災害復旧・復興事業 億円

金額 構成比

震災復興特別交付税 6,855 38.5%

国庫支出金 10,772 60.6%

　うち東日本大震災復興交付金 2,842 16.0%

地方債 127 0.7%

雑収入 34 0.2%

　　 合　　計 17,788 100.0%

給与関係経費 145 0.8%

一般行政経費 9,496 53.4%

　　補助事業 6,805 38.3%

　　単独事業 2,691 15.1%

公債費 33 0.2%

投資的経費 8,091 45.5%

　　直轄事業負担金 555 3.1%

　　補助事業費 6,836 38.4%

　　単独事業費 700 3.9%

公営企業繰出金 23 0.1%

　　合　　計 17,788 100.0%

2012(H24)年度

歳
入

項　　目

歳
出

2012 年度地方財政計画（東日本震災分） 
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むすびにかえて 

2012 年度政府予算における地方財政への対応を中心に見てきた。「財政運営戦略」に基づき

「中期財政フレーム」を見直し、それが中心的な柱となり、曲がりなりにもその枠内で政府予算と

地方財政対策が進められたことは評価されて良い。しかし、政府予算は、90 兆 3,339 億円の総額

で、前年当初より２兆円の減少となっているものの、3.11 の東日本大震災により、大幅な復興・再

生予算が一般会計とは別枠で復興特別会計として計上され、３兆 7,754 億円が予算化されている。

復興予算を合わせると前年度より１兆７千億円増えることになる。 

 地方財政計画でも、既に見たとおり、経常収支分と東日本震災復興を別枠で計上しており、両者

を合わせると前年より１兆 7,710 億円程度増加となっている。災害からの早期復興を願えば、やむ

を得ないことといえよう。 

 地方財政対策では、2004 年度から「三位一体改革」で地方交付税が大幅に削減された「地財シ

ョック」の借りを返すために、「別枠加算」として１兆円あまりを回復させ、地方交付税が総額で

維持・定着されたことは、評価されて良い。また、「別枠加算」を含めて一般財源の総枠が３年間

安定的に保障されたことは地方財政の安定化に役立つものといえる。 

こうした側面は、マスコミ評論には出てこないものの政権交代による成果として改めて位置づけ

たい。しかし、政治的には衆参ねじれ国会を前に、野田内閣の政治理念の不鮮明さをつかれて、マ

スコミの評価はあまり見られない。そのなかでも、社会保障と税の一体改革に大きく踏み込み、社

会保障財源化を明確にしての消費税引き上げを提起していることは、不安定な政権内部を抱えなが

らも、勇気ある決断と言えよう。現実の経済状況は極めて厳しく、やや回復しつつあるかに見える

税収増も政策展開の財源不足を補いきれてはいない。 

 東日本大震災の復興は待ったなしの状況にある。復興と合わせて国民が必要とする社会保障・医

療・福祉サービス・教育を充実強化させること、そこに需要と雇用が生まれてくる。社会保障と税

の一体改革と、新成長戦略を基本に据えて経済政策の強力な推進を行うための政策展開、その実行

を着実に進めることがまさに求められている。

　震災復興特別交付税

６,８５５億円

１,３６５億円

＊直轄・補助事業費は、直轄事業にかかる国費2,259億円

 を含み　１兆２,１２５億円

＊震災特別交付税の2011,12年度分の累計は２兆２,１２５億円

　うち2011年度震災復興特別交
付税にかかる年度調整分

    2012(H24)年度 震災対策特別交付税

３,３８４億円

地方単独事業分

１,２７１億円

２,２００億円

地方税等の減少分

直轄・補助事業

の地方負担金

　国直轄事業費・国庫補助負担金等に基づく経費の内訳 億円

区　　分 国庫負担 地方負担 合計

　　国直轄事業費

河川改修費 94 45 139

地域連携推進事業費 1,088 312 1,400

港湾改修費 143 98 241
河川等差以外復旧費 542 44 586

その他 392 56 449

　　　直轄事業合計 2,259 555 2,814

　　国庫補助事業

災害救助費等負担金 493 55 548

災害等廃棄物処理事業費補助金 2,958 578 3,536

河川等災害復旧事業費補助金 988 81 1,069

社会資本整備総合交付金 267 242 509

循環型社会形成推進交付金 176 325 501

東日本大震災復興交付金 2,842 711 3,553

その他 1,504 1,271 2,775

　　　合　　計 10,772 3,512 14,284

放射線量低減対策特別緊急事業
費補助金

中小企業協同組合等共同施設等
災害復旧事業費補助金

1,043 1,043

750250500

図 10 

2012 年度復興特別交付税と復旧・復興事業経費の内訳
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【地域の活動から・・】 

 

 

横浜サンタプロジェクトの開催 
 

 
特定非営利活動法人アクションポート横浜理事 土屋真美子 

2011 年 12 月 10 日、「横浜サンタプロジェクト--サンタが街にやってくる 2011」が、パシフィコ

横浜で開催された。今回、サンタとして集まったのは 500 人！子どもから「生サンタ」に見える年

齢の人まで多世代の方々、そして属性も学生から企業人、NPO の人、行政マン、これも多様な人た

ちが一ボランティアとして集合し、パシフィコ横浜円形広場は真っ赤に染まった。 
横浜サンタプロジェクトは 3 回目であるが、初年度は 130 人、2 年目は 300 人と参加人数は年々

増え、3 年目となる 2011 年は遂に 500 人の大台にのった。 
 
 

１．サンタプロジェクトができるまで 

 
もともと、横浜サンタプロジェクトは、マ

ツダ株式会社のスポーツカーである「ロード

スター」愛好者が始めたものである。彼らは

毎年、オープンカーという車の特性を生かし､

車を橇に見立ててサンタクロースに扮し、養

護施設の子どもたちにプレゼントを届ける、

というボランティア活動を長年続けていた。 
ところが、続けるうちに、問題が出てきた。

一つはプレゼントが集まらなくなってきたこ

と。もう一つは、「芸が無いので、行っても間

が持たない」とプログラムの限界を感じはじ

めたことである。この二つの課題を解決しつ

つ、サンタプロジェクトを広げたい、という

相談が、NPO の中間支援組織であるアクショ

ンポート横浜に寄せられた。 
もともとアクションポート横浜の活動ミッ

ションは「異なるセクター間の連携」である。

企業が社会貢献活動をする際の支援も、活動

の柱になっている。サンタプロジェクトは比

較的気軽に参加でき、プレゼントを貰う人も

サンタ側もハッピーになれるという企画であ

る。これはぜひ横浜に広げたいと考え、アク

ションポート横浜は、多くの企業、NPO に声

をかけ、多様な人たちによる「横浜サンタプ

ロジェクト実行委員会」を構成し、主催団体

をつくっていった。 
 
２．サンタプロジェクト概要 

 
サンタプロジェクトは訪問サンタ、広場サ

ンタ、ドライブサンタ、清掃サンタにわかれ

ている。訪問サンタはその名の通り、サンタ

クロースがプレゼントをもって様々な施設に

訪問するという､サンタプロジェクトの中核

事業である。訪問する施設は養護施設以外に、

障害者施設や高齢者施設など、2011 年度は 6
施設を訪問した。 

プレゼントは各施設約 50 は必要なので、

300 近くのプレゼントを用意する。しかし、

マツダのボランティアが悩んだように、プレ

横浜サンタプロジェクトの開催　23
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ゼント集めは結構大変である。一年目は「店

頭で差し上げていたお絞り」とか「イベント

で余ったティッシュ」「余ったストラップ」な

ど、いかにも余りモノばかり集まってきて、

「これじゃ、粗品だよね？」と悩んだ。しか

し、横浜グッズ 001 のような横浜産品を扱っ

ている企業が協力してくれるようになって、

徐々にプレゼントは増えていった。特に、実

行委員会メンバーが、取引先などにも働き掛

けてくれるようになり、質・量ともに充実し

ていった。2011 年はフェイスブックなどでＰ

Ｒした結果、「プレゼントを寄付したい」とい

うありがたい申し出も増えたのである。 
もう一つのマツダボランティアたちの課題

「芸が無いので間が持たない」については、

横浜市内の各区市民活動支援センターの協力

を得た。センターには一芸自慢が登録されて

いるので、ピエロやマジックなどを披露する

方々が各コースに参加してくれることで、プ

レゼント以外でも子どもたちを楽しませるこ

とが出来るようになった。 
広場サンタはもともと「訪問に行った後、

せっかく広場を借りているので、帰ってくる

までの場つなぎ」という消極的な理由で、2
年目から始めた。しかし、八景島のマスコッ

ト「シーパラシー太」や本物のペンギンが参

加してくれるようになり、手話ダンスなど子

どもたちと一緒に楽しめるプログラムが増え

ていった結果、広場イベントとしても充実し

ていった。特に、最初の年には手作りテント

が風に飛ばされたりといった事故もあったが、

2011 年にはボランティアとして参加のイベ

ント会社がしっかりしたテントを設置し、事

故はなくなった。 
広場サンタは訪問サンタに比べると、当日

でも参加できるという利点はあるが、訪問サ

ンタのように、子どもたちに笑顔をプレゼン

ト、という趣旨が弱い。そこで、実行委員会

で知恵を絞った結果、「子どもたちに一日ボラ

ンティアをしてもらって、自分で笑顔になろ

う！」というコンセプトを打ち出した。「被災

地の物品を売るお店の手伝いをする」あるい

は「ステージで芸を披露」と言う形での子ど

ものボランティアプログラムを用意した。そ

れによって 2011 年はフラダンスやキッズダ

ンスなどの子どもたちのサークルが多数参加。

その可愛さに、子どもたちに大人が笑顔をも

らう形になった。 
ドライブサンタは普段車に乗る機会の少な

い、母子家庭の子どもたちを対象に、ロード

スターでミニドライブするものである。オー

プンカーに多くの子どもは大興奮。とても人

気のあるプログラムになっている。この担当

は、ロードスター愛好者で、遠い人は静岡や

長野などから参加して、運転手として活躍し

てくれる。 
清掃サンタは、もともとサンタのコスプレ

で 12月に清掃していた I Love Yokohama
等の団体と連携している。これは当日だけで

も参加できるボランティア活動なので、子ど

もたちもサンタのコスプレで参加する。 
 
３．サンタプロジェクトの成果 

この 3 年間の成果は、以下のとおりである。 
 

①実行委員会の広がりー多様な企業のネット

ワーク 

実行委員会に 1１企業、５団体が参加し、

企画から参加する企業や団体のすそ野が広が

っている。企業は社会貢献活動の一環として

参加し、自分たちのスキルを持ち寄る。チラ

シの版下をつくるのはソフト会社、印刷する

のは印刷会社、イベント会社は機材を出し、

営業が活躍する会社はプレゼント集めにまわ

24　横浜サンタプロジェクトの開催
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る。最後は監査法人が会計する。 
自分たちのスキルを持ち寄り、金銭的負担

も少ないので、負担感は大きくない。とはい

え、1 年かけて企画を練り上げていくので、

それなりに時間もかかるが、そのプロセスで

参加企業同士が顔見知りになり、仕事上の付

き合いに発展することもある。 
また、プレゼントを協力してくれる協力企

業は約３０で、これも着実に増えている。 
 
②企業の中で社会貢献活動が根付いてきた 

 社員が始める社会貢献活動は、必ずしも企

業の賛同を得られるとは限らない。サンタプ

ロジェクトに参加している企業も、最初は社

員がボランティアとして関わり、徐々に社内

に浸透していく、という形が多い。 
ある企業も一部の有志社員がはじめ、最初

は上司の理解を得られなかった。それを根気

よく説得したり、折を見て社長に直訴したり

という努力を重ね、社内のコンセンサスを

徐々に獲得していった。その結果、2011 年の

サンタプロジェクト当日は、社長も参加して

くれたのである。 
こうしたプロセスを実行委員は共有し、自

分の会社でもトライしてみるなど、参加企業

の社会貢献活動は着実に進んでいる。 
 
③企業のエンゲージメントが高まった 

企業が社会貢献活動に参加する理由はいく

つかあるが、大きな理由に「社員のエンゲー

ジメントを上げる」ことがある。社会貢献活

動をする中で、会社を見直し、会社の忠誠度

が高くなる、というものである。 
 これは着実に成果があり、参加企業のいく

つかからは「辞めたいと言っていた社員が、

もうちょっと頑張ってみる、と言いだした」

あるいは、「参加した社員から、自分の会社の

ことを見直したと言われた」というような報

告が上がってくる。 
 以前のように社員旅行に行ったり、企業ス

ポーツで盛り上がる、という機会が減ってい

る今、サンタと言うコスプレで一体感を持て

る活動は、社員同士のつながりをつくること

に大いに貢献している。 
 
④「当事者」が増えた 

 企業の社会貢献の目的が社員のエンゲージ

メントアップにあるなら、NPO が企業と連携

する目的は、「当事者を増やす」ことにある。

NPO の取り組む課題に共感し、共有する「当

事者」として動いてくれる人を、一人でも増

やすことが、NPO の目的である。 
 参加企業の一つは、事前に施設と調整する

中で、施設の持ついくつかの課題に気づいた。

施設の予算では棚や道具箱がつくれないとい

うので、訪問当日に材料を用意し、日曜大工

が得意な社員とともに、子どものための道具

箱を作ったのである。この企業はクリスマス

だけでなく、一年を通じてその施設とお付き

合いが続いている。これは、まさにその施設

の持つ課題に共感し、一緒に課題を解決しよ

うとする「当事者」になったことであるが、

他にもそうした企業は多い。 
 
⑤地域に根付いてきた 

1 年目の参加者は実行委員中心であったが、

2 年目以降は横浜地域の大学生、地元の中小

企業、みなとみらいの映画館、小学校の参加

など、みなとみらい地域を中心に横浜地域の

参加者が増え、地域に根付いてきた。みなと

みらい地区の住民の方にも徐々に浸透し、「是

非参加したい」という声を準備段階から聞く

ようになった。当日の参加者や実行委員の参

加に限らず、プレゼント提供などにおいても

横浜サンタプロジェクトの開催　25
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地域企業の参加が増え、徐々に「みなとみら

いの冬のイベント」の一つとして根付いてき

たように感じている。 
 
４．課題と解決の方向性は？ 

  
このように、3 年目まで順調に発展してき

たサンタプロジェクトであるが、課題もまた

ある。最も大きな課題は「資金」。企業が参加

しているのだから、企業に負担してもらえば

良い、と考えがちだが、これが結構難しい。

というのも、企業によっては「お金は出せな

いが、社員は出す」というところもあるから

である。実行委員会を組んでいる以上、参加

企業がすべてクリヤーできる条件が必要にな

る。そうなると、企業からは拠出金を得るの

は難しく、他の財源を考えざるを得ない。 
 これまでは、助成金やフリーマーケットな

どで何とか資金をひねり出してきたが、きち

んとした財源が必要だ、と実行委員それぞれ

が考えている。2012 のサンタプロジェクトま

でには知恵を絞って、財源をひねり出し、さ

らにバージョンアップしたサンタプロジェク

トを実現するのが、今後の目標である。 

パシフィコ横浜での活動の様子 

当日の模様は…… 

下記ウェブサイトもご覧下さい！

      ↓↓↓ 
＜横浜サンタプロジェクトの HP＞ 

http://actionport-yokohama.org/ 
action/santa/2011.html 
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自治研かながわ月報第132号（2012年２月号，通算196号）

 編集後記

　昨年12月から、原子力発電所の是非を問う住民投票の実施を目指して、市民グループによる直

接請求の署名集めが東京都と大阪市で展開されている。大阪では条例制定請求に必要な法定の署

名数を上回り、市長に対して投票実施の条例制定請求が行われた。東京でも21万人を超える署名

が集まり、必要数を超えたことが市民グループから発表されている。

　利害関係が複雑に絡み合う原子力発電所の必要性についてイエスかノーかという単純な解を出

すことは難しい問題であり、住民投票になじむテーマかどうかについては一考の余地もある。し

かし、東京都でも署名数が必要数を超えたことは、自治法改正による要件緩和の効果もあったと

はいえ、大都市住民にも無関心でいられないテーマとなったことを示している。

　翻って、たとえば沖縄の米軍基地再編問題に私たちはどれだけの関心を抱いているだろうか。

わずか１年前までは、原子力発電所の問題も同じくらいの関心程度であったはずである。「気づか

ない」「知らない」ことの悔いを再び経験しないために、アンテナを張りめぐらすことを忘れずに

いたい。

 （谷本有美子）

岩手県大槌町がれき置き場の状況（2012年2月佐藤教授撮影）



１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。
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